
河川管理者あて協議書提出（土地所有者）

受付・書類審査（担当出張所・支所）

事務所へ副申（担当出張所・支所）

受付・審査（木曽川上流河川事務所）

現地立会（担当出張所（支所）・土地所有者）

境界合意

境界確定図作成

境界確定書（案）作成、記名押印、送付
（土地所有者→担当出張所（支所））

決裁・境界確定書押印・送付

境界標設置（確認）

（出張所（支所）・土地所有者）

境界不調

決裁・境界確定不成立通知交付

河川敷地境界確定フロー（私有地等所有者からの協議）

※境界が不明確な箇所については、
事前調査において明確にする

事前調査（資料調査・現地調査）

事務所へ事前協議
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